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会議に付した事件は次のとおりである。

議案第４８号 令和７年度月形町一般会計補正予算（第５号）

議案第４９号 令和７年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）

議案第５０号 令和７年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

議案第５１号 令和７年度月形町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第５２号 令和７年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第

１号）

議案第５３号 月形町次世代育成支援行動計画策定委員会条例を廃止する条

例の制定について

議案第５４号 月形町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第５５号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

議案第５６号 月形町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について

議案第５７号 月形町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度月形町一

般会計補正予算第４号）

同意案第２号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任について

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

意見案第６号 食料・農業・農村政策確立に関する予算の拡充等を求める要

望意見書の提出について

会議案第６号 議員派遣について

○ 議長 大釜 登 ただいまの出席議員は８人です。定足数に達しており

ますので、会議は成立いたしました。

１２月９日に引き続き会議を再開いたします。 （午前１０時００分開会）

直ちに本日の会議を開きます。 （午前１０時００分開議）

議事日程第２号は、お手元に配付のとおりであります。
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◎ 日程１番 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度月形町一般

会計補正予算第４号）

○ 議長 大釜 登 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度月

形町一般会計補正予算第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書の３ページをお開きください。ただいま、議

題となりました承認第３号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明

を申し上げます。承認第３号は、地方自治法第１７９条第１項の規定によっ

て、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

本議会の承認を求めるものであります。

５ページをお開きください。専決処分書であります。地方自治法第１７９

条第１項の規定に基づき、令和７年１０月１５日に専決処分をしたものであ

り、令和７年度月形町一般会計補正予算第４号を定めたものであります。補

正予算の第１条ですが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７２万６，

０００円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億６，８０９

万５，０００円とするものであります。

また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、６ページから７ページにかけての第１表 歳

入歳出予算補正によるものであります。それでは、事項別にご説明をいたし

ます。

１６ページをお開きください。初めに、歳出についてでございます。４款

衛生費 １項 保健衛生費 ３目 環境衛生費、補正額２７２万６，０００

円の増額。説明欄でございますが、鳥獣保護及び害虫駆除事業、消耗品費２

３万６，０００円、有害鳥獣監視システム使用料５万１，０００円、有害鳥

獣対策用機械賃借料、ヒグマの忌避備品の借上料でございます。３１万３，

０００円。備品購入費といたしまして、２１２万６，０００円の増額、セン

サーカメラ、固定カメラ、緊急用電気柵、有害鳥獣忌避備品等でございます。

続きまして、１４ページをお開きください。歳入でございます。１９款

繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金、補正額２７２万６，０００円の増額

でございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。
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質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。承認第３号は、この際、討論を省略し、原案のとおり

承認することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議

なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり承認すること

に決定いたしました。

◎ 日程２番 議案第４８号 令和７年度月形町一般会計補正予算（第５号）

○ 議長 大釜 登 日程２番 議案第４８号 令和７年度月形町一般会計

補正予算（第５号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書１９ページをお開きください。ただいま、議

題となりました議案第４８号 令和７年度月形町一般会計補正予算（第５号）

について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算第５号は、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億２，４４６万２，０００円増額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億９，２５５万７，０００円とす

るものであります。

また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、２０ページから２１ページにかけての第１表

歳入歳出予算補正によるものであります。

それでは、事項別にご説明をいたします。４２ページをお開きください。

最初に歳出でございます。２款 総務費 １項 総務管理費 ２目 職員給

与費、補正額４８３万円の増額。説明欄でございますが、一般職給与費、通

勤手当５３万６，０００の増額、支給対象者の増加による増でございます。

特殊勤務手当９９万円の増額、ヒグマ対策における特殊勤務実績の増でござ

います。負担金、職員退職手当組合４１９万５，０００円の増額です。退職

手当組合の普通負担金の率改定による増額でございます。

続きまして、３目 企画費、５億９，２６１万２，０００円の増額。説明

欄でございますが、ふるさと活性化事業、基金の積立金として１０万６，０

００円、基金利子の増額分でございます。ふるさと納税推進事業、５億９，

４０７万９，０００円の増額です。ふるさと納税納付金の記念品で１億７，
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７９５万９，０００円の増額、ふるさと納税支援業務１億１，４６１万円の

増額、ふるさと納税基金積立金３億１５１万円の増額です。地域公共交通対

策事業、札沼線代替輸送事業等基金の積立金３７万７，０００円、基金利子

の増加分でございます。鉄道跡地整備事業１９５万円の減額です。ＪＲ施設

撤去工事資料作成業務、入札実施による執行残分の減額でございます。

続きまして、４目 情報推進費、補正額１６万５，０００円の増額。説明

欄でございますが、庁内情報化推進事業、生成ＡＩシステムの使用料でござ

います。この生成ＡＩシステムにつきましては、トライアル版の使用料分の

増額といたしまして、１月から３月までの３か月間の使用を予定してござい

ます。各種計画の策定補助、挨拶文の作成補助など、業務の効率化を目指す

ために、試験導入をするものでございます。

続きまして、８目 財産管理費、補正額２５６万７，０００円の増額。説

明欄でございますが、役場庁舎管理経費、修繕料４９万１，０００円の増額、

役場庁舎１階の排水の修繕でございます。基金管理経費２０７万６，０００

円の増額、財政調整基金積立金７０万９，０００円、公有財産整備基金積立

金９６万７，０００円、減債基金積立金４０万円、それぞれ基金預金利子の

増額でございます。

続きまして、２項 徴税費 ２目 賦課徴収費、補正額２８万６，０００

円の増額。説明欄でございますが、町税賦課徴収経費、住民税システムの改

修業務でございます。

続きまして、３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費、補

正額３９６万９，０００円の増額。説明欄でございますが、デジタル基盤改

革支援事業、ガバメントクラウドの利用料でございます。行政システムの標

準化に伴うガバメントクラウド契約時期の前倒しによる利用料の増額分でご

ざいます。

続きまして、４４ページをお開きください。３款 民生費 １項 社会福

祉費 １目 社会福祉総務費、補正額９万９，０００円の増額。説明欄でご

ざいますが、障害者地域生活支援給付事業、移動支援業務でございます。移

動支援の冬季間の送迎の増加等に伴う利用回数の増額分でございます。

続きまして、２目 老人福祉費、補正額１７万４，０００円の増額。説明

欄でございますが、介護保険事業特別会計の繰出金でございます。

続きまして、３目 国民年金費、補正額４０万１，０００円の増額。説明

欄でございますが、国民年金事業といたしまして、年金生活者支援給付金シ
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ステムの改修等業務で１４万３，０００円、国民年金事務システム改修等業

務といたしまして、２５万８，０００円の増額でございます。

続きまして、４６ページをお開きください。４款 衛生費 １項 保健衛

生費 ２目 予防費、補正額３３万１，０００円の増額。説明欄でございま

すが、予防対策事業、過年度国道支出金の精算返納金として２８万円、母子

健康事業、同じく過年度国道支出金の精算返納金５万１，０００円でござい

ます。

続きまして、２項 清掃費 ２目 塵芥処理費、補正額１６万２，０００

円の増額。説明欄でございますが、衛生センター管理及び塵芥処理経費、再

資源化関係業務といたしまして、小型家電の処理件数の増加による増額補正

でございます。

続きまして、４８ページをお開きください。６款 農林水産業費 １項

農業費 ２目 農業振興費、補正額１，７９７万２，０００円の増額。説明

欄でございますが、新規就農対策事業、新規就農者経営開始資金貸付基金繰

出金３万円の増額、基金利子の増による増額分でございます。経営所得安定

対策等推進事業１，７９４万２，０００円の増額、畑地化促進事業に対する

補助金の増額でございます。

次に、５０ページをお開きください。７款 商工費 １項 商工費 １目

商工業振興費、補正額０、財源振替でございます。２目 観光費、補正額６

９万３，０００円の増額。説明欄でございますが、観光振興事業、会計年度

任用職員の報酬でございます。皆楽公園周辺に配置をしてございます、プロ

ジェクトマネジャー２名の時間外勤務手当の増額分でございます。

５２ページをお開きください。８款 土木費 ２項 道路橋梁費 １目

道路維持費、補正額２万３，０００円の減額。説明欄でございますが、町道

維持管理経費、北海道市町村備荒資金組合車両譲渡代金でございます。町道

草刈り装置の更新を予定しておりましたが、納品が年度内に間に合わないこ

とが判明をいたしまして、今年度については、更新を取りやめをしたことに

よって、借入れを予定しておりました備荒資金組合の利息の支払い分を減額

をするものでございます。

続きまして、４目 除雪対策費、補正額５７３万４，０００円の増額。説

明欄でございますが、除雪対策経費といたしまして、修繕料でございます。

除雪車両８台分の車検時の追加修理の分として、８台分の修繕料でございま

す。
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続きまして、４項 住宅費 １目 住宅管理費、補正額４８２万９，００

０円の減額。説明欄でございますが、町営住宅整備事業、さくらコーポ屋上

防水・外壁改修工事の入札の執行残でございます。

次に、５４ページをお開きください。１０款 教育費 ２項 小学校費

１目 学校管理費、補正額３２６万９，０００円の増額。説明欄でございま

すが、小学校管理経費、修繕料２９万円の増額で、体育館の暖房機及び灯油

タンクの配管の修繕でございます。小学校整備事業２９７万９，０００円の

増額、月形小学校改修計画及び実施設計業務でございます。

続きまして、３項 中学校費 １目 学校管理費、補正額１５１万８，０

００円の増額。中学校の整備事業といたしまして、月形中学校改修計画及び

実施設計業務でございます。

５６ページをお開きください。１２款 公債費 １項 公債費 １目 元

金、補正額９，４１０万円の増額。説明欄でございますが、長期債償還元金、

令和６年度義務教育学校の整備に係る実施業務に係る借入れの繰上げ償還元

金の増額分でございます。

続きまして、２目 利子、補正額４３万２，０００円の増額。説明欄でご

ざいますが、長期債の償還利子といたしまして、同じく、義務教育学校の実

施設計業務、借入れ繰上償還分の利息分でございます。

続きまして、２８ページをお開きください。歳入でございます。１４款

国庫支出金 ２項 国庫補助金 １目 総務費国庫補助金、補正額３９６万

９，０００円の増額。説明欄でございますが、デジタル基盤改革支援補助金

といたしまして、先ほど歳出にもございましたように、行政システムの標準

化に伴うガバメントクラウド契約時期の前倒しによる補助金の増額分でござ

います。

続きまして、３項 委託金 ２目 民生費委託金、補正額４０万１，００

０円の増額。説明欄のとおり基礎年金等事務費委託金の増額でございます。

３０ページをお開きください。１５款 道支出金 ２項 道補助金 ４目

農林水産業費道補助金、補正額１，７９４万２，０００円の増額。説明欄の

とおりでございます。

３２ページをお開きください。１６款 財産収入 １項 財産運用収入

２目 利子及び配当金、補正額２６２万円の増額。説明欄のとおりでござい

ます。

続きまして、２項 財産売払収入 ２目 物品売払収入、補正額８８６万
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円の増額。説明欄でございますが、鉄道資材の売払いといたしまして単価の

増による増額補正でございます。

次に、３４ページでございます。１７款 寄附金 １項 寄附金 ２目

総務費寄附金、補正額５億９，４１０万円の増額。説明欄のとおりでござい

ます。

３６ページをお開きください。１８款 繰入金 １項 基金繰入金 ７目

減債基金繰入金、補正額９，４５３万２，０００円、令和６年度義務教育学

校実施設計に係る借入れの繰上げ償還に対する繰入金でございます。

続きまして、８目 札沼線代替輸送事業等基金繰入金、補正額１，１７９

万２，０００円の減額でございます。

続きまして、３８ページをお開きください。１９款 繰越金 １項 繰越

金 １目 繰越金、補正額１，４７９万１，０００円の増額でございます。

４０ページをお開きください。２０款 諸収入 ３項 貸付金元利収入

１目 中小企業金融貸付金元利収入、補正額３万９，０００円の増額。利子

の増額分でございます。５項 雑入 ５目 雑入、補正額１００万円の減額。

説明欄でございますが、いきいきふるさと推進事業助成金の減額でございま

す。ふるさと未来カレッジの事業採択によりまして、このいきいきふるさと

推進事業助成金につきましては、申請を行いませんのでこの減額ということ

になります。

次に、２２ページをお開きください。補正予算第２条 繰越明許費の補正

で、第２表のとおりデジタル基盤改革支援事業１件を追加するものでありま

す。

続きまして、補正予算第３条 債務負担行為の補正で、第３表のとおり債

務負担行為を５件追加、１件を廃止とするものであります。追加につきまし

ては、ふるさと納税推進事業、公用車購入、総合行政システム標準準拠シス

テム移行業務、月形小学校改修計画及び実施設計業務、月形中学校改修計画

及び実施設計業務の債務負担行為を定めるものであります。

また、廃止といたしまして、令和７年度北海道市町村備荒資金組合車両譲

渡事業につきまして、先ほど申し上げましたとおり草刈り装置の更新を取り

やめたことによる廃止でございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。
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○ 議長 大釜 登 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ５５ページ、小中学校の改修計画の部分ですが、６月

２６日に常任委員会で小中学校の現状について調査を行いました。その中で、

予算の中では改修と記載されていますが、それだけではなくて補修や改修に

多額の予算が必要になるのではないかと思われます。例えば、キュービクル

や水回りの関係、さらには校内のＬＥＤ化に係る費用が調査結果として出て

います。

また、この常任委員会では、建て替えを行わなくても約２０年後には検討

が必要になるということを言われています。その際、義務教育学校を建設す

る場合には、起債や補助金で不利になる可能性があることも調査結果で分か

っています。

それで、町長が昨日基金の創設について検討されると言われましたが、当

然数年の基金の期間ではないと思われます。

妹背牛については、約１０年の間に起債の償還が終了した後に基金の期間

を設けることになると思いますが、当然、その期間中に基金を創設すること

などを考えた場合に、補修や改修にかなりの費用がかかると思われます。

今後、義務教育学校を新設する場合でも、工事費などが毎年高騰しており、

基金への積立ても実質的に減少するのではないかと思われます。その辺につ

いては町長や町側の答弁になると思いますが、その整合性や基本的な考え方

について、ご説明をしていただきたいと思います。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 今おっしゃったとおり、昨日の町長の一般質問に対

する答弁にもありましたように、義務教育学校につきましても、今後のまち

づくり全体の計画を立て、青写真を描いた上で、学校整備もその一環として

進めていくということになると思いますが、まず、緊急に改修工事を行う必

要があるのは、議員の皆様もご存じのとおりキュービクルや屋上防水等であ

り、来年度以降早急にこの修繕を行うことになります。

さらに他に改修すべきところがあるのかどうか、この改修計画の実施設計

において、設計専門業者に委託することになると思いますが、その中でしっ

かりと精査をして、次の整備まで学校を安全で安心な状態に保つために、今

回計上させていただいたところでございます。

この義務教育学校の改修整備につきましては、この２、３年で整備をする

ということにはならないかと思いますので、ここでしっかりと必要最小限の
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改修をしていくという考えでございます。以上です。

○ 議長 大釜 登 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 例えば、私は思うのですが、この補修や改修を行って

１０年持たせてほしいという要望はできないと思います。今言いました必要

最小限と言われても、基金を創設し、義務教育学校を建設する場合、基金の

創設期間はやはり数年であり、１０年というスパンになるのではないかと思

います。その場合、１０年持たせてほしいというのは不可能だと思います。

業者にとっても、１０年持たせることを保証するのは難しいと思います。や

はりそれ以上、根本的な改修が必要になる可能性があります。当然、その場

合は非常に多くの費用がかかるのではないかと思います。先ほども言いまし

たが、基金は減少していくのです。人件費や工事費の高騰が続くと、昨日も

滝口議員からふるさと納税に関するお金の話が出ましたが、町長、現在の計

画や委託業務を進めている中で、常任委員会での調査結果からもそれなりの

金額が必要になることは、私たち議会も大体分かります。

金額の詳細については不明ですが、それなりの金額が出てくるという調査

結果が分かっていますのが、それについて、義務教育学校の新設については

どのように整合性を考えますか。

○ 議長 大釜 登 町長。

○ 町長 上坂 隆一 私は、義務教育学校を何としても早期に建設し、子ど

もたちの教育環境をしっかりと整えたいという思いは変わりません。それで、

現在その期間について検討中であり、修繕や経費の見合いも含めて、建設時

期を明らかにしたいと思っています。そのため、その整合性ややむを得ない

修理の範疇については、理解していただきたいと思います。

○ 議長 大釜 登 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 今回の小中学校の委託部分については、約４５０万円

を計上しています。必要最小限やむを得ないという部分について言いました

が、それだけでは私は終わらないと思います。やはり、来年、義務教育学校

を建設すると言っても、オープンまでには数年かかるわけです。ただ数年間

持たせてほしいと、改修についても先ほど言いましたが、その期間の改修に

ついて、この改修費用で３年間なら３年間、５年間なら５年間、オープンす

るまで持たせてほしいというのは、私は言えないと思います。当然、それ以

上の安全・安心のための工事が必要です。やはり、それなりのお金がかかる

と思いますが、その際には整合性が求められます。町長は、ある程度この予
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算を計上するにあたり、４５０万円というそれなりの金額をかけるわけです

から、町長の決断は、整合性を保つためにも、早めに決断するべきではない

でしょうか。

そうでなければ、この部分については、今後、おそらく出てくる委託業務

の関係もそれなりの金額が出てくることが予測されますので、その辺につい

てもう一度お願いします。

○ 議長 大釜 登 町長。

○ 町長 上坂 隆一 そのことについては、現在、検討中であり、しかるべ

き時期に、総合教育会議も含めて決断したいと考えております。今ここで、

建設時期について明らかにはできませんが、当然、費用は最小限に抑え、早

期に建設するということについては、決して諦めたわけではなく、保留の状

態で協議が進んでいる状況です。その上で、どうしても必要な修繕について

は、やむを得ないものとして、何とか理解をいただきたいと思います。

○ 議長 大釜 登 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 最後ですね。町長、修繕だけでなく、改修もしなけれ

ばならないのです。それなりの期間を持たせるための改修や修繕は、現在不

便となっている箇所を改善することですよね。私は、先ほど常任委員会の調

査結果について言いましたが、修繕だけでなく、改修もしなければならない

のに、巨額の費用がかかるのではないかという調査結果を私たちは確認して

います。その辺を町長が、しかるべき時期に決断をする。そして、しかるべ

きというのは、町長が建設の方向でと言っていますから、その辺について、

町長は例えば基金の創設期間について、また、昨日の財政に関することを我

妻議員が言いましたが、本町の財政はかなり健全化されている状況です。滝

口議員が言いました義務教育学校の建設に関する町民の静かな落胆があると

いうことを考えたときに、町長としてはまずその基金の期間について、おそ

らく建設するということになると思いますが、町長の町としての方針をいつ

頃までに出せるのか、言えるのであれば、お答えいただきたいと思います。

○ 議長 大釜 登 町長。

○ 町長 上坂 隆一 言いたいところではありますが、総合教育会議に諮っ

て、相談したわけですが、今は明言することができないことについて、大変

申し訳なく思っております。しかし、まちづくり推進室の設置を含め、総合

的に来年度中には方向性を示したいと思いますので、何とかご理解いただき

たいと思います。
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○ 議長 大釜 登 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。現在、来年度中に方向性を示したいと

いうことを言われましたので、全員協議会においても、ぜひ町長には事前に

お知らせいただき、議会でもその辺について打ち合わせさせていただければ

と思います。以上で終わります。

○ 議長 大釜 登 ほかに質疑ございませんか。

○ 議長 大釜 登 金子廣司議員。

○ 議員 金子 廣司 ５１ページの観光振興事業の会計年度任用職員の報酬、

マネジャーの残業代と説明がありましたが、この詳細を教えていただけます

か。

○ 議長 大釜 登 企画振興課長。

○ 企画振興課長 鈴木 暢 先ほど副町長から説明させていただきました

とおり、振興公社に派遣しております地域プロジェクトマネジャー２名分の

時間外手当になります。当初の予算としましては、私たち職員と同じように、

総支給額の６％を時間外手当として見込んでおりました。６％となりますと

大体月９時間程度の時間外となります。

当初予算としまして、総支給額の６％で４２万９，９１０円を見込んでお

りましたが、４月から９月の実績で、平日１９．６６時間、休日１．１６時

間の時間外をしてございまして、既に５７万１９４円支出してございます。

１０月以降の見込みといたしましては、先ほどの実績を見込みまして、平

日１９時間、休日、土日祝日１時間を見まして、計２０時間として算定して

ございます。

結果として、今後、５５万３，０２０円の支出を見込んでおり、差引き６

９万３，３０４円が不足することとなりますので、千円未満の端数処理を行

い、６９万３，０００円を増額させていただきたいということで計上させて

いただいております。以上です。

○ 議長 大釜 登 金子廣司議員。

○ 議員 金子 廣司 これはマネジャー２人だけの残業で、他の人たちの残

業はないのでしょうか。

○ 議長 大釜 登 企画振興課長。

○ 企画振興課長 鈴木 暢 一般会計においては、会計年度任用職員であ

ります地域プロジェクトマネジャー２名となりますので、そのとおりでござ

います。
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○ 議長 大釜 登 金子廣司議員。

○ 議員 金子 廣司 会計年度任用職員として見ているから２人だけであっ

て、他の人たちの残業代については、振興公社でもって処理しているという

解釈でよろしいでしょうか。

○ 議長 大釜 登 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 竹内 晶 お見込みのとおりでございますが、町の振

興公社で勤務しているのは私を含め、町職員がプロジェクトマネジャーと３

名でございます。私は管理職のため、残業手当はございません。他のスタッ

フは振興公社のプロパー社員でございますので、公社の会計や経費から人件

費も含めて支出されており、町職員としての立場から今回の給与、報酬とな

りますので、一般会計からの支出は２人のみとなっております。以上です。

○ 議長 大釜 登 金子廣司議員。

○ 議員 金子 廣司 ということは、公社の中には一定数の従業員がいます

ので、それなりの金額を支払っていると理解してもよろしいでしょうか。

○ 議長 大釜 登 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 竹内 晶 お見込みのとおり公社の人件費からフロン

ト、レストラン、清掃管理、その他の月額給与とあわせて、勤務を要した時

間に対して全ての時間外手当を公社が支出している状況です。以上です。

○ 議長 大釜 登 よろしいですか。

○ 議長 大釜 登 金子廣司議員。

○ 議員 金子 廣司 今のことについては、分かりました。５３ページの町

営住宅整備事業のさくらコーポの外壁等工事を実施していますが、この入札

残が、正直言って少し大きいと思います。この積算の根拠はどこにあるのか

教えてください。

○ 議長 大釜 登 農林建設課長。

○ 農林建設課長 表谷 啓介 当初、見込んでいました屋上の雪庇を落とす

ための笠木の上に乗せるアルミの板ですが、これを当初見ていましたが、非

常に効果が疑わしいというか、あまり効果が見込めないということで、その

分を除いた経緯がございます。その分と執行残を合わせて、今回減額補正さ

せていただくことになります。以上です。

○ 議長 大釜 登 金子廣司議員。

○ 議員 金子 廣司 そしたら、雪庇対策の部分については、当初は見てい

たがあまり効果がないため、止めた結果、その分の執行残が出たという解釈
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でよろしいでしょうか。

○ 議長 大釜 登 農林建設課長。

○ 農林建設課長 表谷 啓介 おっしゃるとおりです。その金物の部分と入

札で多少減額になった部分を合わせた金額ということになります。

○ 議長 大釜 登 金子廣司議員。

○ 議員 金子 廣司 ということは、何年前だったか、雪庇対策を試験的に

実施したことがありますが、その結果、効果がなかったということですね。

そしたら、今回実施しようとしたものも効果がないから止めたというような

単純な考え方でよろしいでしょうか。

○ 議長 大釜 登 農林建設課長。

○ 農林建設課長 表谷 啓介 効果が全くないわけではありませんが、コス

トに対する効果を考えたときに、実際に職員が金物の上についた雪庇をスコ

ップで落とす作業をしていますので、それを設置することで雪庇が完全に防

げるかというと、我々も疑問に思う部分がございますので、ゼロではありま

せんが、今回は見合せたということになります。

○ 議長 大釜 登 金子廣司議員。

○ 議員 金子 廣司 分かりました。

○ 議長 大釜 登 ほかに質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第４８号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程３番 議案第４９号 令和７年度月形町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）

○ 議長 大釜 登 日程３番 議案第４９号 令和７年度月形町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書６１ページをお開きください。ただいま、議
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題となりました議案第４９号 令和７年度月形町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）について、ご説明を申し上げます。第１条 補正予算第

２号は、債務負担行為補正による追加であります。

６２ページをお開きください。第１表のとおり債務負担行為補正、総合行

政システム標準準拠システム移行業務１件を追加とするものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第４９号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程４番 議案第５０号 令和７年度月形町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）

○ 議長 大釜 登 日程４番 議案第５０号 令和７年度月形町介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書６３ページをお開きください。ただいま、議

題となりました議案第５０号 令和７年度月形町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）について、ご説明を申し上げます。第１条ですが、補正予算

第２号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８万９，０００円増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３，２２９万４，０００円

とするものであります。

また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、６４ページから６５ページにかけての第１表

歳入歳出予算補正によるものであります。

それでは、７６ページをお開きください。歳出でございます。３款 地域

支援事業費 ２項 包括的支援事業・任意事業費 １目 包括的継続的ケア



令和７年第４回月形町議会定例会 ２日目（１２月１０日）

15

マネジメント支援事業費、補正額７万８，０００円の増額。説明欄でござい

ますが、負担金といたしまして、職員退職手当組合の増額でございます。こ

れは、退職手当組合の普通負担金の率の増によるものでございます。

続きまして、２目 総合相談事業費、補正額９万６，０００円の増額。説

明欄のとおり総合相談事業費、同じく、職員の退職手当組合の増額でござい

ます。

７８ページをお開きください。５款 諸支出金 １項 諸費 １目 過年

度返納金、補正額１万５，０００円の増額。説明欄のとおり過年度返納金で

ございます。令和５年度地域支援事業交付金の確定による過年度返納金でご

ざいます。

続きまして、７２ページをお開きください。歳入でございます。８款 繰

入金 １項 一般会計繰入金 ２目 その他一般会計繰入金、補正額１７万

４，０００円の増額でございます。

次に、６６ページをお開きください。補正予算第２条 債務負担行為補正

で、第２表のとおり総合行政システム標準準拠システム移行業務１件を追加

するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５０号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程５番 議案第５１号 令和７年度月形町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）

○ 議長 大釜 登 日程５番 議案第５１号 令和７年度月形町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。
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○ 副町長 藤原 栄一 議案書８１ページをお開きください。ただいま、議

題となりました議案第５１号 令和 7年度月形町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について、ご説明を申し上げます。第１条ですが、債務負

担行為の追加は、第１表 債務負担行為補正によるものであります。

８２ページをお開きください。第１表のとおり総合行政システム標準準拠

システム移行業務１件を追加するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５１号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程６番 議案第５２号 令和７年度国民健康保険月形町立病院事業会計

補正予算（第１号）

○ 議長 大釜 登 日程６番 議案第５２号 令和７年度国民健康保険月

形町立病院事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書の８３ページをお開きください。ただいま、

議題となりました議案第５２号 令和７年度国民健康保険月形町立病院事業

会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。第２条 支出予定

額の補正でありますが、歳出の部、１款 病院事業費用 １項 医業費用、

補正予定額０円、目及び節の補正を行うものであり、病院事業費用の総額の

変更はございません。補正予算第３条は、資本的収入及び支出の予定額の補

正であります。収入の部では、１款 資本的収入 ４項 補助金、５３万７，

０００円増額し、資本的収入の総額を２，８８３万８，０００円とするもの

であります。支出の部では、１款 資本的支出 １項 建設改良費、５３万

７，０００円増額し、資本的支出の総額を４，２７７万円とするものであり
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ます。

それでは、９２ページをお開きください。収益的支出でございます。１款

病院事業費用 １項 医業費用 １目 給与費、補正予定額４８６万５，０

００円の減額でございます。説明欄でございますが、給料８００万円の減額、

採用予定看護師の減によるものによる減額でございます。

次に、手当８６３万５，０００円の減額、期末手当、主に採用予定看護師

の減によるものでございます。時間外手当につきましても、同じ内容でござ

います。

次に、報酬です。１，４０８万１，０００円の増額、会計年度任用職員、

看護師分として７９６万５，０００円の増額、主に看護師、医療事務員の会

計年度任用職員の増員によるものでございます。

次に、法定福利費５８１万１，０００円の減額、これも採用予定看護師の

減による減額でございます。退職給与費３５０万円の増額、職員退職手当組

合の負担金率の改定による増額でございます。

続きまして、３目 経費、補正予定額４２０万９，０００円の増額。説明

欄でございますが、２節の旅費交通費１３３万１，０００円の増額、医師交

通費につきましては、出張医師の増額分でございます。会計年度任用職員、

費用弁償につきましては、看護師、会計年度任用職員の看護師の増によるも

のでございます。５節 光熱水費９万３，０００円の増額、刑務所の診療所

によります水道料の増額でございます。通信運搬費９万５，０００円の増額、

インターネットの回線料でございます。

次に、９５ページになりますが、手数料１７４万７，０００円の減額、説

明欄のとおりでございます。賃借料２９７万４，０００円の減額、検診車両

の借り上げといたしまして３３０万円の減額でございますが、刑務所の診療

所の当初、検診車を対象者の検診として予定をしてございましたが、医師が

直接検診を行うことにしましたので、この検診車両は取り止めをしたという

ことでございます。

次、委託料でございます。３８６万９，０００円の増額、主に患者の給食

業務の増額が２４０万５，０００円でございますが、入院患者の増によるも

のでございます。１４節の修繕料、医療器械等の修繕２４３万５，０００円

の増額でございます。

続きまして、５目 資産減耗費、補正予定額６５万６，０００円の増額、

棚卸資産減耗費、内容といたしましては、薬品の期限切れによる廃棄による
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ものでございます。

次に、９８ページをお開きください。資本的支出でございます。１款 資

本的支出 １項 建設改良費 １目 有形固定資産購入費、補正予定額５３

万７，０００円の増額。説明欄でございますが、工事請負費といたしまして、

看護師仮眠室のエアコン設置工事でございます。

次に、９６ページをお開きください。資本的収入でございます。１款 資

本的収入 ４項 補助金 １目 補助金、補正予定額５３万７，０００円の

増額、説明欄でございますが、道の補助金といたしまして、生活性向上・職

場環境整備等支援事業補助金でございまして、令和６年度国の補正予算によ

ります道の補助金で、今年度末までの事業に対応するものでございます。

次に、８３ページをお開きください。第４条です。議会の議決を経なけれ

ば流用することができない経費、給与費でありますが、４８６万５，０００

円減額し、５億１，９０３万２，０００円に改めるものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を。

○ 議員 松田 順一 すみません、遅くなりました。

○ 議長 大釜 登 声を出してください。

○ 議長 大釜 登 松田順一議員。

○ 議長 松田 順一 ９３ページですが、看護師の給料が１節 給料８００

万円という金額が予定よりも少なくなったことと、次の９５ページの手数料

の部分で、看護師の紹介手数料が３５６万９，０００円減額されていること

から、看護師の紹介人数が今回少なくなっていると考えてよろしいでしょう

か。確認のためにお聞きしたいと思います。

○ 議長 大釜 登 病院事務長。

○ 病院事務長 髙田 恵一 看護師の採用につきましては、ハローワークな

どの紹介手数料がかからない方もいれば、紹介手数料が必要な方もいます。

病院の看護師の不足している度合いによりまして、手数料を支払ってでも採

用しなければならない時期がございますので、すべての方に手数料がかかる

というわけではございません。今年度につきましては、今のところ手数料が

減額できる見込みですので、今回、減額補正とさせていただいております。

○ 議長 大釜 登 松田順一議員。
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○ 議長 松田 順一 今のお話を聞く限り、町立病院として看護師の人数は

足りているという認識でよろしいでしょうか。

○ 議長 大釜 登 病院事務長。

○ 病院事務長 髙田 恵一 現在のところ、ぎりぎり充足している状況でご

ざいます。

○ 議長 大釜 登 よろしいですか。

○ 議長 松田 順一 はい。

○ 議長 大釜 登 ほかに質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５２号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 大釜 登 暫時休憩いたします。 （午前１０時５８分休憩）

○ 議長 大釜 登 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

（午前１１時０９分再開）

○ 議長 大釜 登 審議の前に、先ほどの議案４８号の説明について訂正

がありますので、それを許可します。

○ 議長 大釜 登 企画振興課長。

○ 企画振興課長 鈴木 暢 大変申し訳ございません。４０ページをお開

き願います。２０款 諸収入 ５項 雑入 ５目 雑入になります。説明欄

のいきいきふるさと推進事業助成金１００万円の減で、ふるさとミライカレ

ッジ採択によるということで説明をさせていただきましたが、こちらにつき

ましては、保育園留学業務とまちづくり支援業務と保育園留学に伴います住

宅借上料が新しい地方経済生活環境創生交付金、いわゆる第２世代交付金が

採択されたことに伴いまして、申請をしなかったための減となってございま

す。大変申し訳ございません。よろしくお願いします。
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◎ 日程７番 議案第５３号 月形町次世代育成支援行動計画策定委員会条例

を廃止する条例の制定について

○ 議長 大釜 登 日程７番 議案第５３号 月形町次世代育成支援行動

計画策定委員会条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書１０５ページをお開きください。ただいま、

議題となりました議案第５３号 月形町次世代育成支援行動計画策定委員会

条例を廃止する条例の制定について、ご説明申し上げます。国の次世代育成

支援対策推進法に基づく行動計画策定指針におきまして、地方公共団体にお

いて次世代育成支援行動計画を市町村子ども・子育て支援事業計画と一体的

に策定することが可能とされております。これによりまして、本町において

も、二つの計画を市町村子ども・子育て支援事業計画に一本化していること

から、今回廃止とするものでございます。この条例は、令和８年１月１日か

ら施行するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５３号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程８番 議案第５４号 月形町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

○ 議長 大釜 登 日程８番 議案第５４号 月形町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書の１０７ページをお開きください。ただいま、

議題となりました議案第５４号 月形町行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。地方公共団

体情報システムの標準化に関する法律に基づく地方公共団体情報システムの

統一標準化につきましては、同法第５条第１項に規定する地方公共団体情報

システム標準化方針におきまして、原則、令和７年度末までに地方公共団体

は、標準化基準に適合する基幹業務システムへの移行を目指すこととされて

おります。地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書に住登外者宛名番

号管理機能が規定されることに伴いまして、当該条例の整備が必要になるこ

とから、今回改正をするものでございます。条例は公布の日から施行するも

のでございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５４号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程９番 議案第５５号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

○ 議長 大釜 登 日程９番 議案第５５号 非常勤特別職職員の報酬及

び費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書１０９ページをお開きください。ただいま、

議題となりました議案第５５号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給
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に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。

月形町次世代育成支援行動計画策定委員会条例を廃止することから、別表第

１の次世代育成支援行動計画策定委員会委員の項目を削除するものでござい

ます。この条例は、令和８年１月１日から施行するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５５号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１０番 議案第５６号 月形町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について

○ 議長 大釜 登 日程１０番 議案第５６号 月形町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書の１１１ページをお開きください。ただいま、

議題となりました議案第５６号 月形町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。児童福祉

法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、月形町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準を定める条例の改正を行うものであります。主な改正内容といたし

ましては、第２３条に規定する施設の重要事項の書面掲示の義務づけを見直

し、書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければ
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ならないこと。第６２条に規定する磁気ディスク及びＣＤ－ＲＯＭ等の使用

により、教育・保育給付認定保護者等への記録の方法を定めた規定による磁

気ディスク及びＣＤ－ＲＯＭその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物について、技術中立性を明らかにする観

点から、媒体の種類を示さない形の電磁的記録媒体に改め、文言の適正化を

図ることでございます。保育所保育指針の制定権限が厚生労働大臣から内閣

総理大臣に移ったことに伴いまして、文言を改正するものでございます。こ

の条例につきましては、公布の日から施行し、改正後の月形町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準を定める条例の規定は、令和７年１０月１日から適用するもの

でございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５６号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１１番 議案第５７号 月形町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

○ 議長 大釜 登 日程１１番 議案第５７号 月形町家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 副町長。

○ 副町長 藤原 栄一 議案書１１５ページをお開きください。ただいま、

議題となりました議案第５７号 月形町家庭的保育事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し

上げます。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等
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の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令等が施行されたこと

に伴いまして、月形町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の改正を行うものであります。主な改正内容といたしまして、栄養士

法の改正に伴いまして、栄養士免許を取得せずとも管理栄養士となることが

可能となったことを受けまして、第１６条に規定する栄養士の配置等を求め

ている部分につき、管理栄養士を追加するものでございます。第１７条に規

定する利用乳幼児及び職員の健康診断について、母子保健法に基づく乳幼児

の健康診査の内容が保育所等の健康診断の全部または一部を行わないことが

できることとし、この場合において、保育所等の長等は、乳幼児の健康診査

の結果を把握しなければならないこと、保育所保育指針の制定権限が厚生労

働大臣から内閣総理大臣に移ったことに伴いまして、第２５条文中の文言を

改めるものでございます。この条例は、公布の日から施行するものでござい

ます。

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５７号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１２番 同意案第２号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて

○ 議長 大釜 登 日程１２番 同意案第２号 月形町固定資産評価審査

委員会委員の選任についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 町長。

○ 町長 上坂 隆一 議案書１１９ページをお開きください。ただいま、議

題となりました同意案第２号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて、次の者を月形町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地
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方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

住所 樺戸郡月形町＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、氏名 香西博之 ＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊生まれです。今回の提案は、月形町固定資産評価審査委員会委員で

ある香西博之氏の任期が令和８年３月４日をもって満了となりますが、再任

として同氏を選任したく、議会の同意をお願いするものであります。なお、

任期につきましては、令和８年３月５日から令和１１年３月４日までの３年

間です。委員の選任につきまして、ご同意賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。同意案第２号は、原案のとおり同意することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は、原案のとおり同意すること

に決定いたしました。

◎ 日程１３番 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて

○ 議長 大釜 登 日程１３番 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき

意見を求めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 町長。

○ 町長 上坂 隆一 議案書１２１ページをお開きください。ただいま、議

題となりました諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて、ご説明申し上げます。現在、人権擁護委員の尾崎美世子氏は、令和

８年３月３１日をもって任期満了となりますが、人権擁護委員に適任と考え

ており、引き続き人権擁護委員をお願いすることとして、法務大臣へ推薦し

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、候補者の推薦に当たり、

本議会の意見をお伺いするものであります。なお、任期につきましては、令

和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間であります。

以上、提案どおりご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

○ 議長 大釜 登 お諮りいたします。諮問第１号は、この際、討論を省

略し、適任としたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議な

し」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、諮問第１号は、適任とする意見で答

申することに決定いたしました。

◎ 日程１４番 意見案第６号 食料・農業・農村政策確立に関する予算の拡

充等を求める要望意見書の提出について

○ 議長 大釜 登 日程１４番 意見案第６号 食料・農業・農村政策確

立に関する予算の拡充等を求める要望意見書の提出についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 大釜 登 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 意見案第６号をご覧願います。意見案第６号 食料・

農業・農村政策確立に関する予算の拡充等を求める要望意見書の提出につい

て、地方自治法第９９条の規定に基づき、要望意見書を月形町議会会議規則

第１４条により提出するものです。令和７年１２月９日の提出です。なお、

意見案の賛成者として、月形町議会議員 金子廣司議員、同じく 滝口伸議

員の両名の賛同を得ておりますことを申し添えます。

提案の要旨を説明いたします。

農業をめぐっては、依然として世界情勢の不安定化や円安などによる物価

高によって、燃油、肥料、飼料等の生産資材価格の高止まりから、農業経営

は厳しい環境が続いており、近年の異常気象、鳥獣被害の増加は、営農や日

常生活にも大きな影響を及ぼしています。

さらに、米国との相互関税、ＣＰＴＰＰなど大型貿易協定による影響も受

けています。

政府は、食料・農業・農村基本法改正後の新たな基本計画で、平時からの

食料安全保障を確保する観点など、初動５年間で農業の構造転換を集中的に

推し進めるとしています。

また、高市首相は所信表明で、地域を活性化させ、食料安全保障を確保す
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るため、農林水産業の振興が重要であるとして、５年間の農業構造転換集中

対策期間において、別枠予算を確保するとしています。

つきましては、持続可能な食料・農村政策の確立に向けて、国に対し、次

の事項を要望するものです。

１ 食料安全保障の確保の観点から、国内自給を基本とした農業生産の増

大を図り、食料の安定的な供給に向けた生産体制の確立及び農地基盤の強化

など、経営安定に資する農業政策の確立を求めるとともに、既存農業予算の

拡充・強化を図ること。また、食料・農業・農村政策の施策実現に必要かつ

十分な予算を別途措置すること。

２ 米国との相互関税では、経済停滞や農業分野への影響を回避する対策

を早急に講じるとともに、ＣＰＴＰＰなどの国際貿易協定は、段階的な関税

率の削減や輸入枠の拡大などで農産物に影響を及ぼしているため、今後の加

盟国拡大による農業への影響なども勘案し、国内農業政策の強化に向けて、

ＴＰＰ等関連対策予算は継続的に措置すること。

３ 異常気象で病害虫の多発や農産物の収量・品質低下などの被害を招い

ていることから、地球温暖化に対応しうる種子や農業資材の開発など早急に

進めること。また、クマやシカ・アライグマ等の鳥獣被害が増加しているた

め、鳥獣被害防止総合対策交付金の十分な予算の確保のほか、捕獲体制の強

化やハンターの確保・育成、農地への侵入防止対策、緩衝地帯の設置など、

地域の実情に対応した対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出するものであります。

各議員のご賛同を賜りますことを心からお願い申し上げ、意見案第６号の

提案の要旨の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたしま

す。

○ 議長 大釜 登 ただいま、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。意見案第６号は、原案のとおり提出することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は原案のとおり提出することに

決定いたしました。
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◎ 日程１５番 会議案第６号 議員派遣について

○ 議長 大釜 登 日程１５番 会議案第６号 議員派遣についてを議題

といたします。

議員派遣については、会議規則第１２９条の規定により、お手元に配付し

たとおり決定したいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議な

し」の声あり）

○ 議長 大釜 登 異議なしと認め、本案は原案のとおり決定いたしまし

た。

〇 議長 大釜 登 以上で、本定例会に付議されました議案の審議は、全

て終了いたしました。会議を閉じます。これをもって、令和７年第４回月形

町議会定例会を閉会いたします。

（午前１１時３２分閉会）


